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（
条
例
第
三
六
号
）

１　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

�
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�
�

�
�
�
�
�

佐
賀
県
立
自
然
公
園
条
例
そ
の
他
関
係
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
条
例
第
三
七
号
）

１　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
条
例
第
三
八
号
）

１　

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
関
係
）

２　

職
員
が
裁
判
員
と
し
て
官
公
署
に
出
頭
す
る
場
合
に
特
別
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
二
条
関
係
）

３　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
五
月
二
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１

は
、
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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�
�
�
（
条
例
第
三

九
号
）

１　

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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�
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（
条
例
第
四
〇
号
）

１　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
の
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
手
数
料
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。（
別
表
第
一
関
係
）

　

�　

准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
実
施

　

�　

准
看
護
師
再
教
育
研
修
の
修
了
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査

　

�　

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
（
条
例
第
四
一
号
）

１　

核
燃
料
税
は
、
発
電
用
原
子
炉
へ
の
核
燃
料
の
挿
入
に
対
し
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
の
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設
置
者
に
課
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

２　

核
燃
料
税
の
課
税
標
準
は
、
発
電
用
原
子
炉
に
挿
入
さ
れ
た
核
燃
料
の
価
額
と
す
る
こ

と
と
し
た
。（
第
五
条
関
係
）

３　

核
燃
料
税
の
税
率
は
、
一
〇
〇
分
の
一
三
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
関
係
）

４　

核
燃
料
税
の
徴
収
は
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
納
期
限
は
核
燃
料
を

挿
入
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
（
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
後
最
初
に
核
燃
料
の
装
荷
が

行
わ
れ
た
場
合
は
、
三
月
）
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
七
条
及
び
第
八
条
関
係
）

５　

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
そ
の
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
（
条
例
第
四
二
号
）

１　

個
人
の
県
民
税
に
係
る
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
三
四
条
の
二
関
係
）

２　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
四
六
条
、
第
七
三
条
の
三
及
び
第
七
四
条
関
係
）

３　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
は

平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
か
ら
、
４
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

４　

１
の
寄
附
金
の
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
関

係
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
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�
�
	


�
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�
�
�
�
�

�
�
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�
�
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�
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�

（
条
例
第
四
三
号
）

１　

県
税
の
不
均
一
課
税
の
対
象
と
な
る
特
定
商
業
基
盤
施
設
の
取
得
に
係
る
基
本
計
画
の

公
表
期
限
を
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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�
�
�
�
�
�
�
�
�（
条
例
第
四
四
号
）

１　

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
す
る

次
の
佐
賀
県
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

�　

佐
賀
県
企
業
立
地
の
促
進
に
関
す
る
条
例

　

�　

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例

　

�　

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

３　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
条
例
第
四
五
号
）

１　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
社
員
に
電
磁
的
方
法
に
よ
る
表
決
権

の
行
使
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
〜

第
九
条
関
係
）

２　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
八
条
関
係
）

３　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
条
例
第
四
六
号
）

１　

佐
賀
県
社
会
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

　
　

佐
賀
向
陽
園
及
び
伊
万
里
向
陽
園
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

佐
賀
県
知
的
障
害
者
通
勤
寮
条
例
の
廃
止
（
第
二
条
関
係
）

　
　

金
立
寮
及
び
九
千
部
寮
の
廃
止
に
伴
い
、
佐
賀
県
知
的
障
害
者
通
勤
寮
条
例
を
廃
止
す

る
こ
と
と
し
た
。

３　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

４　

佐
賀
県
立
福
祉
施
設
の
民
間
移
譲
に
係
る
県
有
財
産
の
譲
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
（
条
例
第
四
七
号
）

１　

こ
の
条
例
は
、
佐
賀
商
工
共
済
協
同
組
合
の
破
綻
に
伴
い
提
起
さ
れ
た
訴
訟
の
判
決
で
、

監
督
官
庁
と
し
て
の
県
の
過
失
が
認
め
ら
れ
、
損
害
賠
償
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
及
び
当
該

破
綻
が
地
域
社
会
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
か
ん
が
み
、
訴
訟
を
提
起
し
て
い
な
い
被

害
者
の
損
害
の
一
部
を
補
て
ん
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
被
害
者
の
救
済
を
図
り
、
も
っ

て
商
工
共
済
に
関
す
る
問
題
の
解
決
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

一
条
関
係
）
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２　

県
は
、
訴
訟
を
提
起
し
て
い
な
い
被
害
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
給
付
金

を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

３　

給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
に
は
、
訴
訟
を
提
起
し
て
い
な
い
被
害
者
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

４　

給
付
金
の
支
給
の
請
求
期
限
は
、
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
と
し
た
。（
第

五
条
関
係
）

５　

給
付
金
の
額
は
、
配
当
の
対
象
と
な
っ
た
債
権
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第

六
条
関
係
）

６　

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

７　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

８　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
た
。

　

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理

に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

��

��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

佐
賀
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

佐
賀
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
報
酬
の
」
を
「
議
員
報
酬
の
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
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布
す
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佐
賀
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

佐
賀
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
佐
賀
県
条
例
第
五
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
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附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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佐
賀
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
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条
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佐
賀
県
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の
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す
る
条
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中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
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改
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す
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る
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中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正　
　
　

　
　
　

す
る
条
例
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佐
賀
県
企
業
立
地
の
促
進
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
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特
定
非
営
利
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行
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佐
賀
県
社
会
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
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佐
賀
県
社
会
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
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佐
賀
商
工
共
済
問
題
に
係
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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